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資料１ 



 
 

はじめに 
 

 

 

平成 25年の東京都伊豆大島土砂災害や平成 26年の広島市土砂災害など、近年、大

規模な土砂災害が頻発しており、今後、気候変動の影響により、土砂災害等の危険性

はますます高まると危惧されています。大規模な土砂災害時の救助活動においては、

二次災害の危険性が高い中で、長時間にわたり広範囲に及ぶ活動が必要であり、また、

その実施においては、救助機関、医療機関、土木担当部署等との緊密な連携が不可欠

となります。 

 

 

 本検討会では、広島市土砂災害での関係機関集結前後における救助活動の形態が大

きく相異していたことを踏まえ、発災初期の管轄消防本部のみで複数の災害発生現場

に対応しなければならない消防力が劣勢の中での応急救助活動と関係機関が集結後

の捜索救助活動に分けて検討を行いました。 

 

 

 検討にあたり、過去の災害事例等における教訓や課題を抽出し、これに対応した取

組や新たな技術・手法に関する調査を行い、この調査結果をもとに、各分野の専門的

知識を有する方々や実際に過去に土砂災害の対応に当たった消防本部の代表者の

方々から意見をいただき、土砂災害時の救助活動のあり方に関する報告書として取り

まとめることができました。 

 

 

 本検討会報告書が、大規模な土砂災害時における救助隊員等の安全管理の向上や関

係機関と緊密に連携した迅速な捜索救助活動の実現に向け、その一助となることを期

待します。 

 

 

 最後に、本報告書の作成にご協力いただいた本検討会委員、検討会オブザーバーの

皆様と調査にご協力いただいた消防本部の方々に対し、心からお礼申し上げます。 

 

 

 

 

平成 27年３月 

 

 

 

                土砂災害時の救助活動のあり方に関する検討会 

                座 長 小 林 恭 一 
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第１編 検討会の概要 

 

 第１章 目的 

     東京都伊豆大島土砂災害や広島市土砂災害など、近年、大規模な土砂災害

が頻発しており、今後、気候変動の影響により、土砂災害等の危険性はます

ます高まると予測されている。大規模な土砂災害の救助活動においては、二

次災害の危険性が高い中で、長時間にわたり広範囲に及ぶ活動が必要であり、

また、その実施においては、救助機関、医療機関、土木担当部署等との緊密

な連携が不可欠となる。このような救助活動の手法は現在のところ標準化さ

れておらず、過去の活動の教訓等も体系的に整理されていない。このため、

実災害での経験を踏まえ、国内外の先進的な取組も参考としつつ、大規模な

土砂災害での救助活動を安全かつ効率的に実施するための活動要領の検討

を行う。 

 

第２章 主な検討事項 

 

  第１節 応急救助活動（初期段階の救助活動） 

   第１ 出動途上の活動 

   第２ 活動隊１隊での安全管理体制 

   第３ 携行資機材 

   第４ 退避場所・退避経路の確保 

   第５ 異常現象確認後の活動 

 

  第２節 捜索救助活動（関係機関集結後の救助活動） 

   第１ 関係機関との緊密な連携活動要領 

   第２ 早期に救助活動を開始するための状況把握方法とその情報を活用した

検索場所の選定要領 

   第３ 二次災害を防止するための安全管理の手法 

   第４ 効率的な救助活動要領 

   第５ 資機材の効果的な活用方法 

 

第３章 検討方法 

     前記の主な検討事項について、過去の災害事例における教訓や課題を抽出

し、これに対応した取組や新たな技術・手法に関する調査を行い、この調査

結果に基づき、救助活動のあり方について検討を行った。 

 

第４章 検討経過 

回 数 開 催 日 主な議題 

第１回 平成 26年 7月 1日 
・検討会の進め方 

・事例報告 

第２回 平成 26年 10月 1日 

・土砂災害現場における TEC-FORCEの対応 

・災害事例等の調査結果 

・広島土砂災害を踏まえた今後の進め方 
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第３回 平成 27年 1月 15日 

・水防活動時における安全管理体制検討委

員会検討結果報告 

・殉職事案の状況を踏まえた検討事項 

第４回 平成 27年 2月 26日 

・応急救助活動（初期段階の救助活動） 

・捜索救助活動（関係機関集結後の救助活

動） 

第５回 平成 27年 3月 11日 
・土砂災害時の救助活動のあり方に関する

検討会報告書（案） 
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長井 義樹 

国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 

深層崩壊対策研究官 

 長堀 弘 松戸市消防局 警防課長代理 

 濱中 延元 田辺市消防本部 消防本部理事 

 原田 忠義 防衛省 運用企画局事態対処課 国民保護・災害対策室長 
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第２編 土砂災害時における消防機関の救助活動要領 

 

 序章 本要領の利用上の留意事項 

    本要領は、大規模な土砂災害が発生し、要救助者が存在する可能性のある救

助現場において、救助隊等の消防部隊が警察、自衛隊、国土交通省（緊急災害

対策派遣隊（TEC-FORCE）等）、医療機関、都道府県等土木事務所、専門家等の

関係機関と緊密に連携して行う標準的な救助活動の要領を定めるものである。 

 

  第１節 想定する災害の規模等 

 本要領は、大規模な土砂災害を対象とし、その活用にあたって広く実災

害に適用することができるよう、近年の災害事例において現に発生した活

動内容をすべて網羅することを念頭に置き、次の災害の規模等を想定した

ものである。 

      １ 発生原因を問わず現象として土砂災害（がけ崩れ・土石流・地滑り） 

が発生していること。 

     ２ 要救助者が発生し、又は発生するおそれのあること。 

     ３ 消防機関以外の関係機関との連携活動を行う必要があること。 

     ４ 管轄消防本部のみでは対応することができず、他の消防本部からの応

援を必要とすること。 

     ５ 災害現場が広範囲であり、救助活動区域の分割・検索場所の優先順位

の決定などを必要とすること。 

 

  第２節 対象災害の類型 

   第１ 発生原因別現象 

発 生 原 因 現         象 

豪雨・長雨 がけ崩れ、土石流、地滑り 

地   震 がけ崩れ、土石流、地滑り、山体崩壊 

火 山 噴 火 溶岩流、火砕流、火山泥流、山体崩壊 

  

   第２ 現象別特徴 

現   象 特         徴 

がけ崩れ 

 風化した層や堆積した土砂、亀裂のある岩盤などが、

雨や融雪、地震などを契機として急激に崩れ落ちること

をいう。土砂崩れは、突然起きるため、人家の近くで起

きると逃げ遅れる人も多く死者の割合も高くなる。 

土 石 流 

 山腹、川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって

一気に下流へと押し流されるものをいう。 その流れの速

さは規模によって異なるが、時速 20～40kmという速度で

一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまう。 
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地 滑 り 

 斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によっ

てゆっくりと斜面下方に移動する現象のことをいう。 一

般的に移動土塊量が大きいため、甚大な被害を及ぼす。

また、一旦動き出すとこれを完全に停止させることは非

常に困難である。 我が国では、地質的にぜい弱であるこ

とに加えて梅雨あるいは台風などの豪雨により、毎年各

地で地滑りが発生している。 

溶 岩 流 

 溶岩が地表で液体として流動すると溶岩流と呼ばれる。

またそれが冷却･固化して生じた岩体もやはり溶岩流と

呼ばれる。実測される溶岩流の温度は玄武岩質のもので

1050～1200℃くらい，安山岩質のもので 1000～1100℃く

らいの範囲である。流下速度は急斜面を流れる玄武岩質

溶岩流の場合で最高 10m/s 以上に達するが，通常は人の

歩く速さか、それ以下の場合が多い。 

火 砕 流 

 噴火によって火口から噴出した高温の火山噴出物が、

高速 で火山体 斜面 を流下する現象。規模や 状況 によっ

て、熱雲 ，軽石流（浮石流 ）、スコリア流，火山灰流な

どとも呼ばれる。100～700℃に達した高温の岩石の破片

が 火山ガス、水蒸気、空気と混合する際に 内部 上昇流が

発生するため 粘性 は 低下 し、重力の 作用 によって、ゆ

るやかな斜面でも時速数十～200kmで流れる。 

火 山 泥 流 

 火山体に 堆積 した 土砂 など 多量 の 火山砕屑物 と水

が混ざって流下する現象。ラハール  lahar ともいう。

成因 はさまざまで，火口湖 での噴火や、噴火の熱による

火口周辺 の 氷雪 の 融解 などによる一次的なものと、噴

火後の多量の 降雨 などによる二次的なものがある。 

山 体 崩 壊 

 火山体の 一部 が崩れ落ちる 現象 。大規模な 土石流

や岩屑流を伴うことが多い。成層火山 は比較的 脆弱 であ

るため、大きな噴火や 地震 が引き金となって崩壊するこ

とも珍しくない。 
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 第１章 消防活動の基本原則 

 

  第１節 消防活動の主眼 

 消防は、国民の生命・身体・財産の保護、災害の防除、被害の軽減及び

傷病者の搬送といった任務を達成するため、土砂災害において、人員及び

施設を有効に活用し効果的な消防活動を実施しなければならない。 

 各消防本部は、その規模に差異があり、保有する人員、車両及び資機材

も異なっている。このため、本要領では、大規模な土砂災害時の救助活動

の基本的な考え方を示すこととし、実際の対処にあたっては、他の消防本

部からの応援部隊や関係機関との連携を図りながら、各地域の実状に応じ

た活動を行う必要がある。 

      土砂災害時における救助活動は、第２節に示す特性を踏まえ、関係機関

との連携のもと、災害の実態及び危険性を早期に把握し、二次災害の防止

と早期の要救助者の救出を最重点に活動しなければならない。 

 

  第２節 土砂災害時の救助活動の特性 

 大規模な土砂災害の救助現場における特性は、次のとおりである。 

 

   第１ 周辺環境 

    １ 広範囲に及ぶ大規模な救助事案が瞬時に発生し、早期の災害の全体把握

が困難となる。 

    ２ 道路の損壊等により、交通状況に支障が生じている。 

 

   第２ 活動障害 

    １ 対応すべき災害と比較して、被災地を管轄する消防本部の消防力が不足

し、県内応援隊、緊急消防援助隊などの応援が必要となる。 

    ２ 消防本部が通常保有している、救助資機材以外の重機等建設資機材が救

助活動に必要となる。 

    ３ 救助資機材等の不足状態が発生する。 

    ４ 救助現場の周辺に多数の避難者が発生するため、救助活動以外の活動を

行う必要性が生ずる場合がある。 

    ５ 二次災害の危険性が極めて高い環境下での活動となる。 

    ６ 道路通行障害、停電、通信障害等が多数発生する。 

    ７ 意思決定のために必要な情報は、日常の災害対応時に比較して、情報の 

総量は少なく、未確認・不確実の情報の割合・件数が増加する。 

    ８ 救助現場の足場が悪いため、円滑な移動が確保できず体力の消耗が激し

くなる。 

 

   第３ 救助活動 

    １ 長時間の活動となるため、活動部隊の疲労度等を考慮した交替要員の確

保や活動ローテーションの確立が必要になる。 

２ 警察、自衛隊、国土交通省等の多数の関係機関での連携活動の必要性が 

生ずる。 

    ３ 通常の災害対応と比較して、事実上、災害発生現場での意思決定・判断
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の範囲・権限が拡大するとともに、意思決定までの許容時間も短縮化され

る。 

    ４ 消防力が不足するため、特に初期段階には、効率的かつ重点的な部隊運

用及び救助活動が必要になる。 

     

   第４ 活動原則 

    １ 災害状況の把握 

 二次災害の危険性が高い環境下で、要救助者に関する情報、建物被害状

況、その他の災害の危険性に関する情報を迅速かつ的確に把握するため、

特別な情報収集体制を下命するなど、最優先で実態の把握に努める。 

 

    ２ 指揮体制の早期確立 

    大規模な救助事案に対応するための特別な指揮体制により出場消防部

隊を運用することとなる場合は、速やかに指揮体制を出場隊員に対して

明確にする。また、必要に応じて、局面毎の指揮を小隊長等に担当させ

るなど、部隊の効率的な運用を図る。 

 

    ３ 消防部隊の連携 

      各消防部隊は、必要な情報を共有し、各車両及び資機材の連携した活動

を行うとともに、技術を結集して最大の効果を挙げるように努める。 

 

    ４ 関係機関との連携 

 警察、自衛隊、国土交通省等の関係機関との連携体制を確保し、救助効

率を勘案しながら、効果的な救助活動を実施する。 

 

    ５ 安全管理体制の確立 

 災害状況に応じて、人員や消防部隊を指定して、重点的な安全管理体制

を確立し、二次災害を防止する。 
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 第２章 応急救助活動（初期段階の救助活動） 

 大規模な土砂災害では、短時間に特定の地域において多数の救助事案が発

生するため、発災初期には管轄消防本部のみで複数の災害発生現場に対応し

なければならず、消防力が劣勢の中での救助活動が余儀なくされる。この段

階は二次災害の危険性が極めて高い環境下であるため、救助現場では複数の

消防部隊により十分な安全を確保したうえで救助活動を行うことが基本と

なる。しかし、最盛期には救助現場の数が増大し、消防部隊が不足するため、

救助隊１隊で救助活動を行わざるを得ない救助現場も発生する。この場合に

は、次の事項に十分留意して可能な限りの安全確保を図ったうえで救助活動

を行う。 

 

  第１節 情報の共有・徹底 

  救助小隊長は、気象情報等の推移を注視し、管轄区域内の浸水や土砂災

害の発生状況を出場前に把握するとともに、出場途上においても消防指令

室から随時これらの最新情報を入手することにより、安全確保を図るため

に必要な次の情報を出場前又は出場途上に出場隊員に周知し、活動方針等

を徹底する。 

 

   第１ 土砂災害警戒区域等の指定対象区域の範囲 

 指令場所及び指令場所までの出場経路が土砂災害警戒区域等の指定対

象区域等にあたるかどうかなどの潜在する危険性を確認し、合わせて指令

場所付近で発生している土砂災害等に関する危険情報を全隊員に周知す

る。 

     ※ 対象区域外の区域においても土砂災害の発生する可能性が十分ある

ことに注意する必要がある。 

     ※ 土砂災害は、雨がやんでからもしばらくは、拡大したり、同じ場所で

再び発生することがあることに注意する必要がある。 

      

  第２ 土砂災害の発生を誘因する気象情報 

      発表されている最新の気象警報・注意報、雨量観測情報、土砂災害警戒

情報等の気象に関する情報は、今後の土砂災害の発生に大きく影響を及ぼ

すこととなるため、これらの情報を確認し、全隊員に周知する。 

 

   第３ 安全管理に関する活動方針 

       携帯拡声器、携帯無線機、強力ライト等の携行を隊員相互に確認すると

ともに、安全確認・安全監視等の安全管理のほか、退避エリア・退避経路

の確保、救助・避難誘導要領等の救助活動の実施要領等に関する活動方針

を全隊員に徹底するとともに、異常現象が発生した場合の伝達方法や安全

管理を行う隊員間の役割分担を決定し全隊員に周知する。 

 

  第２節 救助現場の安全管理（救助隊１隊での安全管理体制） 

 救助小隊長は、要救助者や要避難誘導者が多数発生し、又は発生するお

それのある場合でも、災害発生現場では昼夜を問わず次に示す安全確認、

安全監視等の安全管理を 行うこととする。 
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 また、安全確認の結果や安全監視の状況を随時、全隊員で共有するとと

もに、異常現象が発生した場合には、携行する携帯拡声器や携帯無線機を

活用し、降雨の中でも迅速かつ確実に全隊員に徹底することが必要である。 

   第１ 安全確認 

 救助活動を開始する前に災害発生現場全体の状況を把握するとともに、

救助現場の上流側又は周辺の斜面の状況を確認する。 

※ 救助小隊長は、安全確認を行う前であっても、要救助者や要避難誘導

者に危険が切迫しており、いとまがない場合には、隊員にただちに救助

活動を開始させ、同時に安全確認を行うこととする。 

 

   第２ 安全監視 

 見通しの良い高台など安全な場所において、次の現象に着目し安全監視

を行う。 

※ 例えば、１分程度の退避時間を確保するためには、秒速 10 メートル

の土石流を想定すると少なくとも救助現場の 600メートル上流において

安全監視を行う必要がある。 

    １ 水の流れていない渓流からの急な流水の発生 

    ２ 渓流を流れている水の突然の濁りの発生 

    ３ 渓流を流れている水の急な減少 

    ４ 斜面からの複数の小石の落石 

    ５ 斜面からの急な湧水の発生 

    ６ 斜面での急な樹木の傾きや倒木の発生 

    ７ 斜面の亀裂の拡大 

    ８ 異常な音、腐った臭いなどの異変 

    ９ 土石流の発生 

 

  第３節 救助活動の安全確保（救助隊１隊での救助活動要領） 

      土砂災害の救助現場では、状況に応じ防火衣ではなく、雨合羽、救命胴

衣、安全帯の着装に配慮するとともに、資機材として、携帯拡声器、携帯

無線機 、強力ライト、鋸、スコップ、とび口、（救助ロープ）を携行して

次のとおり救助活動を行う。 

      なお、資機材を携行する場合には、安全確保を図るため可能な限り両手

をふさがない搬送方法とする。 

 

   第１ 退避エリア・退避経路の確保 

 退避エリアとして堅牢な建物の裏側や高台の安全な場所を、また、その

退避エリアまでの安全な経路を事前に選定し、異常現象が発生した場合に

は、決められた合図を契機に土石流の流下方向に対し直角方向の高台へ速

やかに避難する。この際、危険な場所から直角方向に可能な限り距離と高

さを稼ぐことが重要である。 

 また、早く避難するためには、良い足場を選定又は確保することが重要

であり、畳や板などを土砂の上に置くことも有効である。 

※ 土石流は直進性が強く、小さな段差は乗り越えてまっすぐ流れる。た

だし、堅牢な建物や堆積物がある場合には、流れの方向が変わり、低い
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方や道路沿いに流れることもあることに留意する必要がある（○○頁別

紙２災害状況写真参照）。 

        

   第２ 救助・避難誘導要領 

      救助現場に向かう場合は、真下から上へ近寄るのではなく、少し離れた

安全な場所を上へ登った後、横から救助現場に近寄ることとし、危険な場

所を横切らないようにする。また、救助現場が危険な場所である場合は、

最小限の隊員で救助活動を行うこととし、所要時間を可能な限り短縮する

ことが重要である。さらに、確保ロープの使用が安全確保を図るために有

効と考えられる場合には、状況に応じその活用にも配慮する必要がある。 

      なお、要避難誘導者自らが安全に避難することが可能な場合には、危険

な救助現場に近寄らず、携帯拡声器により避難を呼びかけることもあり得

る。 

    ※ 土石流が発生中の救助現場には決して近寄ってはいけないが、確保ロ

ープにより自己確保をした状態で 救助活動中に万一土石流が発生し、

土石流に巻き込まれたりすると、流されるのを防ぐことができたり、仮

に流された場合にも居場所の確認ができたりする反面、隊員の身体に大

きな負荷がかかることにより隊員が負傷することも考えられるため、負

荷がかからないような構造の安全装備品の研究が必要である。 

 

  第４節 活動体制の確立（複数の消防部隊での活動体制） 

      現場最高指揮者は、救助隊１隊での活動段階を経過し、管轄消防本部の

複数の消防部隊が災害発生現場に到着した後の活動体制を確立するため、

次に掲げる現場指揮本部等を設置する。 

 

   第１ 現場指揮本部の設置 

      現場最高指揮者は、現場到着後速やかに、次の条件に おおむね 合致す

る場所に現場指揮本部を設置する。 

    １ 災害発生現場全体の状況を掌握できること。 

     ２ 救助活動現場の崩壊などによる二次災害危険がないこと。 

    ３ 無線通信に支障がないこと。 

    ４ 車両等が近接可能なこと。 

 

   第２ 消防警戒区域の設定 

    １ 現場最高指揮者は、一般人に対する危険の防止及び消防部隊等の活動ス

ペースの確保を図るため、消防警戒区域を設定し、一般人の区域内への進

入規制を行う。 

    ２ 消防警戒区域への進入統制は、必要に応じて消防団に依頼する。 

 

   第３ 救助活動区域の設定 

    １ 現場最高指揮者は、救助活動を行う範囲を救助活動区域として設定し、 

当該区域内では、最小限の人員で活動するとともに、進入統制を行う。 

    ２ 現場最高指揮者の下命により、救助小隊長等が救助局面の指揮を担任す

る場合は、救助活動区域の進入統制等は、救助小隊長等が行う。 
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   第４ 退避エリアの設定 

    １ 救助小隊長は、救助活動実施時に異常現象が発生した場合には、隊員が 

一時的に、救助活動区域から短時間で避難するための退避エリアを設定す

る。 

     ２ 退避エリアは、原則として救助活動区域外の消防警戒区域内に設定する

ものとし、必要に応じて照明器具等を配置する。 

 

   第５ 避難場所の設定 

    １ 現場最高指揮者は、天候の悪化等により活動を一時中断する場合に全活

動隊員が避難するための避難場所を設定する。 

    ２ 避難場所は、高台又は一定以上の高さの安全な建物で、救助活動現場か

ら可能な限り短時間で避難できる場所とする。 

    ３ 避難場所において活動隊員全員を収容することが困難な場合は、複数の

避難場所を設定しても良い。この場合は、活動隊毎に、避難する避難場所

及び避難時の指揮者を事前に定めておく。 

    ４ 近接した避難場所がない場合は、車両を使用した移動も視野に入れて設

定する。 

    ※ 避難場所では、全活動隊員の避難が完了したことを確実に確認すること

が必要となる。 

 

   第６ 現場救護所の設置 

    １ 現場最高指揮者は、救急車等での搬送を考慮した安全な場所に現場救護

所を設置し、要救助者数などの医療体制の決定に必要な情報を DMAT（災害

派遣医療チーム）等の医療関係者に提供するとともに、傷病者のトリアー

ジや応急処置等の措置を連携して行う。 

     ２ 現場最高指揮者の下命により、救急隊長等が救急活動の指揮を担任する

場合は、現場救護所の運営は救急隊長が行う。 
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 第３章 捜索救助活動（関係機関集結後の救助活動） 

     大規模な土砂災害では、被災地を管轄する消防本部の消防力が不足するた

め、県内応援隊や緊急消防援助隊の応援体制を早期に確立するとともに、警

察、自衛隊、国土交通省（緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等）等の関係

機関との連携を図ることにより、安全を確保しつつ、効率的かつ効果的な救

助活動を行わなければならない。関係機関が集結後のこの段階は、現地調整

所（現地合同指揮所）等において関係機関との調整を図ったうえで、次の事

項に十分留意して救助活動を行う。 

 

  第１節 情報の把握 

      各関係機関が収集した情報を現地調整所（現地合同指揮所）等において

共有し、連携した救助活動を進めるため、消防部隊は次のとおり災害情報

の収集を行う。 

 

   第１ 重要情報の早期把握 

      安全を確保しつつ効果的な救助活動を展開するため、要救助者に関する

情報や二次災害の可能性に関する情報などの重要な情報を早期に重点的

に把握する。把握した情報については、現地調整所（現地合同指揮所）等

において関係機関と共有するとともに、速やかに全隊員に周知徹底する。 

 

    １ 重点的に収集する情報 

    （１）要救助者に関する情報 

       現場最高指揮者が指定した隊員又は隊は、次に掲げる要救助者及び負

傷者に関する事項の情報把握を行う。 

      ① 要救助者の有無 

 建物、工作物、一定範囲の敷地、車両（以下「建物等」という。）

毎に要救助者及び行方不明者（以下「要救助者等」という。）の有無

を確認する。 

② 要救助者等の人数 

 要救助者等の人数を確認する。ただし、当該建物等内に取り残され

ているか確認が取れない場合は、「未確認○○人」とする。 

③ 要救助者等のその他の情報 

氏名、性別、年齢、服装、傷病程度、健康状態などを確認する。 

④ 要救助者等の位置情報 

要救助者等の位置の特定のために、家族や建物関係者から、災害発

生時に要救助者等がいた場所又はいる可能性の高い場所、災害前の建

物内部の配置状況を聴取する。 

 

    （２）二次災害の可能性に関する情報 

       次に掲げる災害状況を確認し、二次災害の発生に留意する。 

      ① 救助活動現場の崩壊危険 

            救助活動現場及びその周辺における斜面等の亀裂、ひび割れ、漏水

等の状況を確認する（○○頁第２章第２節第２安全監視参照）。 

      ② 進入路・退出路の状況 
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 退避エリアから検索実施地点までの進入・退出障害となるがれき、

倒壊建物等の状況を確認する。 

③ 避難場所までの経路の状況 

救助活動を中断すべき情報を入手した場合は、避難場所まで早急に

退出する必要があることから、避難場所までの経路上の障害物等の有

無を確認する。 

 

    ２ 情報収集先別の留意事項 

    （１）家族、建物関係者からの情報収集 

 要救助者情報、建物情報等の重要な情報を有する可能性が高いことか

ら、家族、関係者等を確保し、必要な情報を収集する。また、家族、関

係者等は、情報収集を行った後も可能な限り、安全な場所において、当

分の間、確保しておくことを検討する。 

 

    （２）通行人、付近にある者等からの情報収集 

 通行人等から情報を得る場合は、必ずその者自身が視認した事実又は

発災前から認知している事項であるかどうかを確認し、伝聞による情報

である場合は、複数の者からの聴取又は隊員による確認を行った上で活

用する。 

 

    （３）警察等からの情報収集 

 警察等の関係機関から情報を得る場合は、情報の収集先、収集時間、

確実性等を併せて確認するものとする。 

 

   第２ 災害情報の継続的な把握 

      災害状況の推移に応じた適切な救助活動を関係機関と連携し円滑に進

めるため、災害現場全体の状況を継続的に把握するとともに、救助活動の

進捗状況を的確に把握する。把握した情報については、定期的に現地調整

所（現地合同指揮所）等において関係機関と共有するとともに、速やかに

全隊員に周知徹底する。 

 

    １ 現場最高指揮者は、指揮隊に警防本部との連絡任務を付与し、情報連絡

体制を確保する。 

    ２ 各小隊長は、新たな要救助者情報、建物情報等を収集した場合には、速

やかに現場指揮本部に報告を行う。 

     ３ 現場最高指揮者は、情報収集を継続して行い、新たな要救助者が発見さ

れた場合など重要な状況の変化の局面には、隊員又は隊を追加指定して、

情報収集任務を行わせるものとする。 

    ４ 救助活動に影響するため、天候等に関する情報は、継続的に収集する。 

 

  第２節 関係機関間の連携 

 緊急消防援助隊都道府県大隊長（現場最高指揮者の指揮の下又は指揮支

援部隊長等の管理の下で、都道府県大隊の活動の指揮を行う。）は、救助

活動を円滑に進めるため、現地調整所（現地合同指揮所）に参画し、警察、
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自衛隊、国土交通省（緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等）、医療機関、

都道府県等土木事務所、専門家等（以下「警察等」という。）の関係機関

と次の事項について活動調整を行う。 

 

   第１ 現地調整所（現地合同指揮所）の設置 

 現地調整所（現地合同指揮所）は、「現地調整所（現地合同指揮所）等

の組織体系」に従い、各関係機関が協議し必要に応じ設置する。 

       設置に際し、管轄消防本部は、適当な場所の情報提供など設置に関する

協力を行うとともに、現場最高指揮者が現地調整所（現地合同指揮所）の

一員として救助活動に関する調整に参加する。 

 

     ○ 現地調整所（現地合同指揮所）等の組織体系 

 
 

第２ 調整事項 

    １ 各関係機関が有する 救助活動に必要な 重要情報の共有方法 

    ２ 救助活動区域の範囲・分割と担当関係機関 

    ３ 救助活動区域の明示方法、活動標示方式 

    ４ 消防警戒区域の範囲と警備担当関係機関 

    ５ 救急搬送医療機関の確保担当関係機関 

    ６ ヘリコプターの運用及び着陸場所 

    ７ 市町村災害対策本部との救助活動に関する共有・調整事項 

    ８ 各関係機関の活動経過及び結果の共有方法 

    ９ その他必要な事項 

 

   第３ 関係機関間の連携事項 

 災害現場での救助活動に関する具体的な役割分担、活動方針等は、現地
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調整所（現地合同指揮所）において調整のうえ決定し、各関係機関はその

調整結果に従い救助活動を行う。各関係機関が行う一般的な救助活動の目

安は次のとおりである。 

    １ 消防団 

 消防団は、消防部隊と連携し次の救助活動を行う。ただし、災害の状況

等から判断して、消防部隊と一体となった救助活動を行うことが困難な場

合、現場最高指揮者は、消防団に単独での活動を依頼する。 

    （１）検索救助活動 

    （２）付近住民への広報 

    （３）消防警戒区域の警備 

    （４）現場救護所までの傷病者の担架等による搬送 

    （５）資機材等の搬送 

    （６）県内応援隊、緊急消防援助隊等への地勢の状況等管轄区域に関する情

報提供と案内 

    （７）その他現場最高指揮者が必要と認める事項 

 

    ２ 警察 

     現地調整所（現地合同指揮所）における調整結果に従い、主に次の事項

についての活動を実施する。 

    （１）救助活動部隊の投入 

    （２）消防警戒区域の警備 

      （３）消防警戒区域内における救助活動の支障となる車両その他の物件の移

動及び除去 

    （４）死亡者の身元確認、家族等への連絡 

    （５）道路情報、被害情報等の情報共有 

        

    ３ 自衛隊 

       現地調整所（現地合同指揮所）における調整結果に従い、主に次の事項

についての活動を実施する。 

    （１）救助活動部隊の投入（活動地域の調整） 

    （２）救助活動に必要となる重機等の資機材の投入 

    （３）進入路・退出路の確保 

 

    ４ 国土交通省（緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等） 

     現地調整所（現地合同指揮所）における 必要に応じた調整（施設管理者

のみでの対応が困難な場合）結果に従い、主に次の事項についての活動を

実施する。 

    （１）河川、道路、住宅、砂防等に関する被害状況の把握の支援 

    （２）二次災害を防止するための安全確認・安全監視、安全確保対策の支援 

    （３）救助活動に必要となる大型照明器具、重機等の資機材の投入 

 

    ５ 医療機関 

     現地調整所（現地合同指揮所）における調整結果に従い、主に次の事項

についての活動を実施する。ただし、救助活動現場での DMAT（災害派遣医
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療チーム）等の医療関係者の安全が確保できないと認める場合は、救助活

動区域内での活動は行わず、現場救護所内での活動を実施する。 

    （１）救助活動中における要救助者に必要な応急処置の助言 

    （２）現場救護所における医療処置 

    （３）現場救護所における搬送順位の決定 

    （４）現地医療機関との医療上必要な連絡調整 

 

    ６ 都道府県等土木事務所 

 現地調整所（現地合同指揮所）における調整結果に従い、主に次の事項

についての活動を実施する。 

（１）消防警戒区域内における救助活動の支障となる車両その他の物件の移

動及び除去   
    （２）維持管理する河川、海岸、道路、砂防施設等に関する緊急点検、災害

復旧 
 

    ７ その他の関係機関 

    （１）建設業者等 

 救助現場や進入路・退出路でのがれき除去等が必要な場合で、重機等

の活用が有効と認められる場合は、早期に建設業者等の派遣を依頼する。 

① 重機を活用する活動 

              ア 進入路・退出路の確保 

       イ がれきなどの障害物の除去 

       ウ 二次災害を防止するための土砂の安定化 

       エ 活動環境の確保 

      ② 活動上の留意事項 

       ア 重機オペレーターと活動内容、活動手順等について綿密に打合せ

を行うとともに、通信方法について徹底し、意思の疎通を図る。 

       イ 活動中に使用する合図を統一し、確認しておく。 

 

    （２）設備業者 

 ガス、電気、上下水道等の損傷に伴う二次災害の防止措置が必要な場

合は、早期に設備業者に次の事項を依頼する。 

① ガス設備業者 

  ガス臭が確認された場合又はガス管の損傷が認められた場合の建

物への引込管や本管の遮断バルブの操作 

② 電気事業者 

 漏電が確認された場合又は電線等の損傷が認められた場合の建物

への引込線や建物内の電気ブレーカー等の遮断 

      ③ 上下水道設備業者 

 大量の漏水が確認され、救助活動に支障が生じる危険性がある場合

の建物への引込管や本管の遮断バルブの操作 

 

    （３）土木関係の専門家 

      救助現場の安全を確保し、救助活動を円滑に進めるため、必要に応じ
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専門家 （大学等の学識経験者）の派遣を依頼する。管轄消防本部は、

日頃から管轄区域における専門家 （大学等の学識経験者）を把握して

おき、事前に連絡先等を確認しておく必要がある。 

       

  第３節 安全管理 

      各関係機関が集結後の安全管理は、関係機関ごとの専門分野に応じた適

切な役割分担に基づき、現地調整所（現地合同指揮所）等において調整の

うえ、有機的な連携のもと一体的に行う。 

       

   第１ 安全確認・安全監視 

      救助現場における安全管理体制の充実を図るため、応援部隊等に対し次

の事項についての活動の実施を依頼する。 

 

    １ 県内応援隊・緊急消防援助隊 

      応急救助活動（初期段階の救助活動）時に配置した安全監視を行う部隊

に加え、新たに安全監視を行う部隊を複数指定して、災害現場の上流や周

囲に追加配置する。 

     ※ 例えば、初期段階で救助現場の 600メートル上流に安全監視を行う部

隊を配置した場合には、追加配置する部隊をこの上流と下流に配置する

ことにより、下流で発生する土石流や上流で発生する異常現象に、より

早く対応することができるようになる。また、救助現場の周囲に追加配

置することも有効である。 

 

    ２ 国土交通省（緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）等） 

       土砂災害発生現場での救助活動の安全確保を図るための緊急点検やそ

の調査結果に基づ き、必要に応じ調整（施設管理者のみでの対応が困難な

場合）のうえ、助言、監視カメラ・監視センサーの設置を行う。 

 

   第２ 安全確保対策 

      救助現場の安全性の向上を図るため、国土交通省（緊急災害対策派遣隊

（TEC-FORCE）等）に対し、必要に応じ 調整（施設管理者のみでの対応が

困難な場合）のうえ、次の事項についての活動の実施を依頼する。 

 

         １ 大型土のうの設置 

      救助現場の上流や周囲に大型土のうを設置する。 

     ※ 救助現場の安全確保を図るほか、救助現場付近に適当な退避エリアを

確保することができない場合には、大型土のうを周囲に積むことにより

安全性を確保した退避エリアを設置することができる。 

 

    ２ 重機による退避経路の確保 

 救助現場から退避エリアまでの安全な退避経路を確保するため、重機等

を活用し、退避する場合に障害となる土砂を撤去する。 

※ 障害となる土砂の撤去以外に、重機等で土砂を盛り固めることにより

退避経路を確保する方法もある。 
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    ３ 気象情報の提供 

 降雨は、天然ダムの形成・崩落による二次災害の発生を誘因するため、

気象庁から降雨予測情報の提供を受ける。 

※ 警察、自衛隊と協議のうえ設定する雨量に関する退避基準に基づく退

避判断に活用することができる。 

 

  第４節 段階別検索救助活動 

      大規模な土砂災害では、発災後の救命可能な時間が限られているため、

広範囲に及ぶ救助現場を極めて効率的に検索し要救助者を救出しなけれ

ばならない。要救助者の迅速な検索・救出に重点を置いた救助活動は、関

係機関と連携して段階別に次のとおり行う。 

 

   第１ 準備段階（事前調査） 

        

    １ 災害状況の全体把握 

      次の方法により収集した情報を総合的に判断し、要救助者がいる可能性

のある範囲を救助活動区域として設定する。 

 

    （１）１１９番通報の救助要請内容 

    （２）上空からヘリコプターにより確認した家屋等の流出状況 

      ※ はしご車から周囲の状況を確認することが有効な場合もある。 

    （３）家族、建物関係者、通行人、付近にある者等から得た要救助者情報 

    （４）警察が住民基本台帳等により確認した要救助者情報 

    （５）発災前の住宅地図等により確認した家屋等の所在情報 

     ※ （１）～（５）の情報をもとに行う救助活動区域を設定、分割・担当

関係機関の決定のために、災害現場の状況の確認を現に行う場合には、

次の初期段階として行う表面検索を同時に行うこととする。 

 

    ２ 救助活動区域の分割・担当関係機関の決定 

      設定した救助活動区域を想定される救助活動の業務量・水準、地理的な

範囲・特性を考慮のうえ分割し、次の判断基準を目安に担当する関係機関

を決定する。 

    ※ 救助活動区域全体の救助活動の進捗管理や情報共有を的確に行うた

め、分割した救助活動区域に名称を付けると有効である。 

    ※ 検索活動の重複や谷間をなくすため、分割した救助活動区域の境界は、

ロープ、標識等により明確にする必要がある。  

 

   （１）分割した救助活動区域に求められる救助技術水準に応じた分担 

    （２）保有する人員規模、資機材種別に応じた分担 

 

    ３ 検索場所の優先順位の決定 

      担当する救助活動区域内では、要救助者のいる可能性の高さを判断基準

として、状況に応じ次の優先順位を目安に検索する場所を決定する。 
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     ※ 水分量が多い土砂の場合には、要救助者は家屋とともに流されている

可能性が高く、また、水分量が少ない土砂が崩れた場合には、要救助者

は家屋とともにその場所にいる可能性が高い。 

     ※ 複数ある検索場所を識別し検索結果を的確に管理するため、救助活動

区域内の検索場所に、救助活動区域の名称を冠した固有の番号を付ける

と有効である。 

     ※ 相互に活動状況を共有するため、検索場所には必要に応じ統一的な活

動標示（マーキング）により検索結果等を明確にする。 

 

    （１）倒壊・埋没家屋 

      ※ 要救助者がいたと思われる家屋のがれき、生活用品等が表面から確

認できればその場所の検索を優先し、がれき、生活用品等が確認でき

なければ発災前の家屋があった場所の検索を優先する。 

    （２）車両内 

    （３）家屋があった場所 

    （４）泥流が流れ止まった場所 

    （５）海面、海中 

 

    【救助活動区域の分割イメージ】 

 

 
 

     ①分割した救助活動区域に文字を使用して名称を付ける。 

 

 
 

     ②検索場所（範囲）に救助活動区域の名称を冠した固有の番号を付ける。 
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 ③検索の結果、救助現場が複数発生した場合は、更に識別を行う必要があ

る。 

 

第２ 初期段階（表面検索） 

      準備段階（事前調査）で決定した優先順位に従い、担当する検索場所の

検索を迅速に行う。この段階の主眼は、要救助者の救助活動を開始するこ

とではなく、すべての検索場所を早期に検索完了し要救助者の存在を確認

することである。このため、可能な限り多くの消防部隊を投入し、次の手

順で検索を行う。 

    （１）目視及び呼びかけを実施する。 

   （２）呼びかけの中断及び駆動音を発生する機械・車両等の停止を行い、静

音状態（サイレントタイム）を作り、要救助者の反応を探る。 

   （３）人力（スコップ、バール、のこぎり、とび口等の簡易な器具を含む。）

で容易に除去可能な障害物のみ除去し、要救助者の存在を確認する。 

         ※ 救命の可能性のある要救助者を発見した場合には、救出に要する時間、

未検索場所の数、検索を実施中の消防部隊の数などを考慮し、指揮者は、

救出活動を直ちに開始するか、後続の消防部隊に任せさらなる要救助者

発見のために検索を継続するかどうかの判断を行う必要がある。 

      

第３ 中期段階（空間検索） 

      初期段階（表面検索）が終了したすべての検索場所を再度（多数の消防

部隊が投入されている場合は後続の消防部隊が担当する。）、要救助者が存

在する可能性のある空間を次の手順で検索を行う。 

   （１）高度救助用器具（画像探索機、地中音響探知機、電磁波探査装置、二  

酸化炭素探査装置等）を活用した検索を実施する。 

    （２）救助用支柱器具・破壊用器具を活用し、がれきを除去したり、支柱を

使って支えたり、壊したり、穴を開けたりして検索を実施する。 

     （３）構造物又はがれきの中の必要な範囲に進入して検索を実施する。 

        （４）救助技術及び資機材を可能な限りすべて投入し、がれきの間に挟まっ 

ていたり、奥の方に閉じ込められていたりする要救助者をすべて確実に

探し出す。 
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    （５）検索又は救出に長い時間がかかったり、がれきの間や奥の方の検索は

二次災害の可能性が高くなるため、複数の消防部隊を投入し、必要に応

じて重機の投入や救出中の要救助者に必要な応急処置を行う DMAT（災害

派遣医療チーム）等の医療関係者による支援の要請を行う。 

 

第４ 後期段階（詳細検索） 

       中期段階（空間検索）の救出活動が完了後に行方不明者が存在する場合

には、再度すべての検索場所を次の手順で検索を行う。 

    （１）重機を活用し土砂等の除去を行いつつ検索を実施する。      

     ※ 行方不明者情報を精査したうえで必要に応じ検索場所を広げること

を検討する必要がある。 

    （２）関係機関と調整のうえ、土砂の搬出方法（ダンプカー・キャタピラー

付搬送車）を確保するとともに、不必要な土砂の掘り返しをなくすため、

土砂の適切な集積場所・搬出経路を決定する。 

 

第５節 資機材の有効活用 

 大規模な土砂災害では、人海戦術での対応となり使用する資機材も人力

（スコップ、バール、のこぎり、とび口等の簡易な器具を含む。）が主体

となるが、効果的な資機材を活用することにより、効率的な救助活動を行

うことが可能となる。このため、次に示す各消防部隊が携行する資機材、

救助現場の状況に応じて実災害で使用された資機材、今後使用の可能性の

ある特殊な資機材の特性等を踏まえ、状況に応じた効果的な資機材を早期

に投入する必要がある。 

 

第１ 基本携行資機材の特性等 

●携帯拡声器・携帯無線機・強力ライト・鋸・

スコップ・とび口・（救助ロープ） 

 ① 特性 

   初期段階（表面検索）から後期段階（詳

細検索）までの全段階において、それぞ

れの資機材に適した用途に使用可能であ

る。 

 ② 留意事項 

   ・基本携行資機材として部隊の増強に

対応できるよう十分な備えが必要であ

る。 
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第２ 状況に応じて使用する資機材の特性等 

●ゾンデ棒 

 ① 特性 

    浅い土砂の表面的な検索に有効であ

る。 

 ② 留意事項 

   土砂の状況により使用できない（刺さ

らない）場合がある。 

 
●電動ハンマー用スコップ 

 ① 特性 

   スコップが刺さらない強固な土砂でも

容易に掘り起こすことが可能である。 

 ② 留意事項 

   スコップと併用することにより効率的

な掘削作業が可能で、隊員の疲労度も小

さい。 
 

●チェーンソー 

 ① 特性 

   土砂に混じった樹木等を切断するとき

に有効である。 

 ② 留意事項 

   廃木や根などを切断する際に土砂を巻

き込み使用できない場合がある。 

 

●画像探索機・地中音響探知機・二酸化炭素

探査装置 

 ① 特性 

   局所的な空間の検索に適している。 

 ② 留意事項 

   ・大規模な土砂災害では、範囲を限定し

て検索することが難しい。 

  ・静音状態（サイレントタイム）を設定

する必要がある。 
 

●電磁波探査装置 

 ① 特性 

   広範囲（一定範囲）の空間の検索に適

している。 

 ② 留意事項 

   水を含んだ土砂では使用できない場合

がある。  
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●重機 

 ① 特性 

   土砂等を除去する後期段階（詳細検索）

の大規模な検索に有効である。 

 ② 留意事項 

   ・進入路・退出路が確保されていない場

合には、救助活動を迅速に進めるため、

初期段階（表面検索）から使用する必要

がある。 

  ・使用にあたっては、家族、住民感情等

に配慮する必要がある。 

 

●小型重機（マイクロショベル） 

 ① 特性 

  ・大型重機が進入できない狭隘、狭所へ

の進入や繊細な掘削作業が可能である。 

  ・活動スペースの確保、土砂の搬出等を

効率的に行うことが可能である。 

 ② 留意事項 

   使用にあたっては、家族、住民感情等

に配慮する必要がある。 
 

●水陸両用バギー 

 ① 特性 

  ・不整地での高い踏破性と水上でも移動

が可能な水陸両用性能を有する。 

  ・土砂災害時では、車両の進入が困難な

地域の情報収集や資機材搬送等の活動を

支援するのに有効である。 

 ② 留意事項 

   大規模風水害時の活動支援を想定して

導入されたが、高い踏破性から土砂災害

時の有効性が認められている。導入数が

限られているため、効率的な運用が必要

である。 
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   第３ 今後使用の可能性のある資機材の特性等 

●不整地走行補助板 

 ① 特性 

   足場の悪い救助現場までの円滑な移動

を確保するのに有効である。 

 ② 留意事項 

   ぬかるみの現場では有効だが、がれき

等により地面が凸凹した現場では、設置

できない可能性がある。 

 

 

 
 

●可搬型電動コンベア 

 ① 特性 

   足場や地形の悪い場所など人力で土砂

を搬出することが難しい現場で、除去し

た土砂を効率的に搬出するのに有効であ

る。 

 ② 留意事項 

  ・状況に応じ、複数台での連結稼働が必

要である。 

  ・活動中期以後、人力と併用することに

より隊員の負担軽減効果が期待される

が、大きながれき等の搬送は難しい。 
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●崩落監視システム（遠隔監視） 

 ① 特性 

   斜面から数十メートル離れた安全な場

所に設置し、土砂等の変位を感知した際

に、光と音で警報を発することで、土石

流等の発生を監視できるため、隊員の二

次災害防止に有効である。 

 ② 留意事項 

   監視システムが構築されるまでの活動

初期に危険な場所に行かなくても容易に

設置（活動現場から監視）できるが、精

度面、利用環境の制約等の課題がある。 
 

●崩落監視システム（直接監視） 

 ① 特性 

   超低速加速度センサー・傾斜センサー

を内蔵した子機を斜面に設置し、土砂等

の変位を感知した際に、活動エリア等に

設置した親機が光と音で警報を発するこ

とで、土石流等の発生を監視できるため、

隊員の二次災害防止に有効である。 

 ② 留意事項 

   土砂災害発生の危険性が高い斜面に子

機を設置する必要があるため、設置する

隊員の安全確保に課題がある。 

 

  
●根切りチェーンソー 

 ① 特性 

土砂排出口があり耐摩耗性に優れたチ

ップチェーンを使用しているため、土砂

と一緒に対象物の切断が可能である。 

 ② 留意事項 

   土の中に切断刃を挿入し木根等を切断

するものであるため、地面と干渉しない

ようにストップレバーが付属されておら

ず、使用にあたって安全対策に十分留意

する必要がある。 

 

●無人ヘリ 

 ① 特性 

   早期に上空から画像情報等の収集を行

うことが可能で、災害の全体像の把握に

有効である。 

 ② 留意事項 

   飛行区域及びその周辺（特に居住区域）
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の安全管理と操縦者の十分な練度が必要

である。 

 

 

 

 

 

 
 

●汚泥吸引車 

 ① 特性 

   土砂が大量の水分を含み、土留め等が

崩れる状況で隊員の進入が困難な現場で

の土砂の排出に有効である。 

 ② 留意事項 

   多少の異物が混入していても吸引可能

だが、乾いた土砂は吸引することができ

ず、水を流しながら活動する必要がある。 
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参考資料１ 土砂災害発生の予防措置 

土砂災害対策に関する法律は、以下の４法があり、これらの法律に基づいて、土砂

災害に対するハード対策及びソフト対策が実施されています。 

 

ハード対策に関する法律 

（砂防三法） 

「砂防法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩壊による災

害の防止に関する法律」 

※これらを総称して「砂防三法」と呼んでいる。 

ソフト対策に関する法律 
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律（通称：土砂災害防止法）」 

 

 

第１ 砂防三法に関わる指定種別について 

 

 

砂防指定地 

「砂防法（明治 30 年制定）」に基づき指定された土地のこと

です。 

降雨などで山の斜面や谷などが浸食されて発生する土砂の流

出による被害を防止するために、砂防設備が必要な土地又は一

定の行為を禁止又は制限する必要がある土地について、国土交

通大臣が指定します。 

この土地においては、工作物の新築、除去、土地の掘削、盛

土、切土、土石の採取、竹木の伐採などの行為が制限されます。 

地すべり防止区域 

「地すべり等防止法（昭和 33 年制定）」に基づき指定された区

域のことです。 

地すべり区域及びこれに隣接する地域の面積が一定規模以上

のもので、河川、道路、官公署、学校などの公共建物、一定規

模以上の人家、農地に被害を及ぼすおそれのある区域について、

国土交通大臣が指定します。 

この土地においては、地下水を増加させる行為、地表水の浸

透を助長する行為、のり切、切土、工作物の設置など地すべり

の原因となる行為が制限されます。 

急傾斜地崩壊危険区域 

「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和４４年

制定)」に基づき指定された区域のことです。 

崩壊するおそれのある急傾斜地（傾斜度が 30度以上の土地）

で、その崩壊により一定規模以上の人家、官公署、学校、病院、

旅館等に危害が生じるおそれのある土地及びこれに隣接する土

地のうち、一定の行為を制限する必要がある土地の区域につい

て、都道府県知事が指定します。 

この土地においては、水の浸透を助長する行為、のり切、切

土、立木竹の伐採、工作物の設置などの行為が制限されます。 
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第２ 土砂災害防止法の概要 

ソフト対策は、土砂災害から住民の生命を守るために、土砂災害が発生するおそれ

がある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や一定の行為の制限を行うものです。

平成 13年４月に施行されました土砂災害防止法に基づき実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省ホームページより）  
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（国土交通省ホームページより） 
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（国土交通省ホームページより） 
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（国土交通省ホームページより） 
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参考資料２ 気象に関する警報・注意報等 

 

第１ 気象警報・注意報 

気象庁は、大雨や強風などによって災害が起こるおそれのあるときは「注意報」を、重大

な災害が起こるおそれのあるときは「警報」を、さらに、重大な災害が起こるおそれが著し

く大きいときは「特別警報」を発表して注意や警戒を呼びかけます。 

 
（１）特別警報の種類と警告内容 

警報の発表基準をはるかに超える豪雨等が予想され、重大な災害の危険性が著しく

高まっている場合、特別警報を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。気象庁では以

下の 6種類の特別警報を発表しています。 
 

大雨特別警報 

大雨特別警報は、台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量とな

る大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の

温帯低気圧により大雨になると予想される場合に発表します。大雨特

別警報が発表された場合、浸水や土砂災害などの重大な災害が発生す

るおそれが著しく大きい状況が予想されます。雨がやんでも、重大な

土砂災害などのおそれが著しく大きい場合は、発表を継続します。 

大雪特別警報 
大雪特別警報は、数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場

合に発表します。 

暴風特別警報 
暴風特別警報は、数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧

により暴風が吹くと予想される場合に発表します。 

暴風雪特別警報 

暴風雪特別警報は、数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気

圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合に発表します。「暴風

による重大な災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障害(見通し

が利かなくなること)などによる重大な災害」のおそれが著しく大き

いことについても警戒を呼びかけます。 

波浪特別警報 

波浪特別警報は、数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧

により高波になると予想される場合に発表します。この「高波」は、

地震による「津波」とは全く別のものです。 

高潮特別警報 
高潮特別警報は、数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧

により高潮になると予想される場合に発表します。 

（気象庁ホームページより） 
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（２）警報の種類と警告内容 

警報とは、重大な災害が起こるおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報です。

気象庁では以下の 7種類の警報を発表しています。 
 

大雨警報 

大雨警報は、大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想し

たときに発表します。対象となる重大な災害として、重大な浸水災害や

重大な土砂災害などがあげられます。雨がやんでも、重大な土砂災害な

どのおそれが残っている場合は、発表を継続します。 

洪水警報 

洪水警報は、大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると予想したときに発表します。対象となる重大

な災害として、河川の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害

があげられます。 

大雪警報 
大雪警報は、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想し

たときに発表します。 

暴風警報 
暴風警報は、暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想し

たときに発表します。 

暴風雪警報 

暴風雪警報は、雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあ

ると予想したときに発表します。「暴風による重大な災害」に加えて「雪

を伴うことによる視程障害(見通しが利かなくなること)などによる重

大な災害」のおそれについても警戒を呼びかけます。「大雪＋暴風」の

意味ではなく、大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想し

たときには、「大雪警報」を発表します。 

波浪警報 

波浪警報は、高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想

したときに発表します。この「高波」は、地震による「津波」とは全く

別のものです。 

高潮警報 
高潮警報は、台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災

害が発生するおそれがあると予想したときに発表します。 

（気象庁ホームページより） 
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（３）注意報の種類と注意喚起内容 

注意報とは、災害が起こるおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報です。気

象庁では以下の 16種類の注意報を発表しています。 
 

大雨注意報 

大雨注意報は、大雨による災害が発生するおそれがあると予想したときに
発表します。対象となる災害として、浸水災害や土砂災害などがあげられま
す。雨がやんでも、土砂災害などのおそれが残っている場合は、発表を継続
します。 

洪水注意報 
洪水注意報は、大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生す

るおそれがあると予想したときに発表します。対象となる災害として、河川
の増水や氾濫、堤防の損傷や決壊による災害があげられます。 

大雪注意報 
大雪注意報は、大雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに

発表します。 

強風注意報 
強風注意報は、強風により災害が発生するおそれがあると予想したときに

発表します。 

風雪注意報 

風雪注意報は、雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想し
たときに発表します。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視
程障害(見通しが利かなくなること)などによる災害」のおそれについても注
意を呼びかけます。「大雪＋強風」の意味ではなく、大雪により災害が発生
するおそれがあると予想したときには「大雪注意報」を発表します。 

波浪注意報 
波浪注意報は、高い波により災害が発生するおそれがあると予想したとき

に発表します。この「高波」は、地震による「津波」とは全く別のものです。 

高潮注意報 
高潮注意報は、台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発生

するおそれがあると予想したときに発表します。 

濃霧注意報 
濃霧注意報は、濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想したとき

に発表します。対象となる災害として、交通機関の著しい障害などの災害が
あげられます。 

雷注意報 

雷注意報は、落雷により災害が発生するおそれがあると予想したときに発
表します。また、発達した雷雲の下で発生することの多い突風や「ひょう」
による災害についての注意喚起を付加することもあります。急な強い雨への
注意についても雷注意報で呼びかけます。 

乾燥注意報 
乾燥注意報は、空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想した

ときに発表します。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場
合に発表します。 

なだれ注意報 
なだれ注意報は「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想した

ときに発表します。 

着氷注意報 
着氷注意報は、著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想した

ときに発表します。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こ
るおそれのあるときに発表します。 

着雪注意報 
着雪注意報は、著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想した

ときに発表します。具体的には、通信線や送電線、船体などへの被害が起こ
るおそれのあるときに発表します。 

融雪注意報 
融雪注意報は、融雪により災害が発生するおそれがあると予想したときに

発表します。具体的には、浸水、土砂災害などの災害が発生するおそれがあ
るときに発表します。 

霜注意報 
霜注意報は、霜により災害が発生するおそれがあると予想したときに発表

します。具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのあ
るときに発表します。 

低温注意報 

低温注意報は、低温により災害が発生するおそれがあると予想したときに
発表します。具体的には、低温のために農作物などに著しい被害が発生した
り、冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるときに
発表します。 

（気象庁ホームページより） 
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第２ 気象情報 

気象警報・注意報の発表に先立って 1日～数日程度前から注意を呼びかけたり、気

象警報・注意報の内容を補完して現象の経過や予想、防災上の注意点を解説するため

に「気象情報」を発表します。 

（１）対象となる地域による種類 
全国を対象とする「全般気象情報」、全国を 11に分けた地方予報区を対象とする「地

方気象情報」、各都府県（北海道や沖縄県ではさらに細かい単位）を対象とした「府県

気象情報」があります。 

（２）対象となる現象による種類 
「大雨」「大雪」「暴風」「暴風雪」「高波」「低気圧」「雷」「降ひょう」「少雨」「長雨」

「潮位」「強い冬型の気圧配置」「黄砂」など、現象の種類によって様々な種類があり

ます。また、「大雨と暴風」や「暴風と高波」のように組み合わせて発表することもあ

ります。 

 

第３ 記録的短時間大雨情報 

数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測（地上の雨量計による

観測）したり、解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析） したとき

に、府県気象情報の一種として発表します。 

その基準は、1時間雨量歴代 1位または 2位の記録を参考に、概ね府県予報区ごと

に決めています。 
 

第４ 土砂災害警戒情報 

大雨警報(土砂災害)が発表されている状

況で、土砂災害発生の危険度が非常に高まっ

たときに、市町村長が避難勧告等の災害応急

対応を適時適切に行えるよう、また、住民の

自主避難の判断の参考となるよう、対象とな

る市町村を特定して都道府県と気象庁が共

同で発表する防災情報です。 
 

※ 土砂災害警戒判定メッシュ情報とは 

 土砂災害警戒判定メッシュ情報は、２時間

先までの土砂災害発生の危険度を 5km四方

の領域（メッシュ）毎に階級表示した分布図

で、土砂災害発生の危険度の高い地域をおお

よそ把握することができます。 
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第５ 指定河川洪水予報 

防災上重要な河川について、河川の増水や氾濫に対する水防活動の判断や住民の避

難行動の参考となるように、国が管理する河川は国土交通省水管理・国土保全局と気

象庁が、都道府県が管理する河川は都道府県と気象庁が、共同して指定河川洪水予報

を発表しています。 
 

指定河川洪水予報の発表基準等 

 
 

 

 
※ 洪水予報河川及び水位周知河川において、「避難判断の目安となる水位」と避難勧告等

の発令の考え方が従来のものから変更されており、別途、国土交通省・都道府県において

それぞれの河川で検討・見直しを行うこととなっているので、注意が必要である（市町村

等に十分に周知徹底を図った後、平成 27年４月からの実施を目途）。  
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第６ 特別警報 

 
 

（気象庁ホームページより） 

 

 

第７ 気象等に関する特別警報の発表基準 

 

 

 
（気象庁ホームページより） 
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第８ 津波・火山・地震（地震動）に関する特別警報の発表基準 
 

 
* 噴火警戒レベルを運用している火山では「噴火警報（居住地域）」（噴火警戒レベル４
または５）を、噴火警戒レベルを運用していない火山では「噴火警報（居住地域）」（キ
ーワード：居住地域厳重警戒）を特別警報に位置づけています。 

（気象庁ホームページより） 

 

第９ 気象等の特別警報の指標 

「数十年の～」といった基準に基づき、気象等の特別警報を 実施するための客観
的な指標について、解説いたします。 

なお、この指標については、特別警報の発表状況やその結果 について適時検証し
ていく中で、特別警報がより防災効果を発 揮できるよう、必要に応じ適時改善・見

直しを行っていくこととしています。 
（１）各基準と指標との関係 

 
 

※ 実施にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、 
 最大風速などについて過去の災害事例に照らして算出した 
 客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて 
 判断します。 

台風等を要 

因とする特 

別警報の指 

標 

雨を要因と 

する特別警 

報の指標 

雪を要因と 

する特別警 

報の指標 

指標 

指標 

 

指標 
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（２）雨を要因とする特別警報の指標 
・ 以下①又は②いずれかを満たすと予想され、かつ、 

・ 更に雨が降り続くと予想される 場合に、大雨特別警報を発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土壌雨量指数
※１
：降った雨が地下の土壌中に貯まっている状態を表す値。この値が大きいほど、土砂災害発生の危険性が高い。 

3時間降水量 150mm ※２ ：1時間 50mmの雨（滝のようにゴーゴー降る、非常に激しい雨）が 3時間続くことに相当。 

 

（３）「50年に一度の値」とは？ 
気象庁は、平成 3 年から 22 年までの 20 年間分の観測データを 用いて、50 年に

一回程度の頻度で発生すると推定される降水量 及び土壌雨量指数の値「50 年に一

度の値」を求め、これを大雨 特別警報に用いています。過去 50 年の間に実際に

観測された値 の最大値というわけではありません。 

この「50 年に一度の値」は、日本全国を 5km 四方に区切った 領域（「格子」と

呼びます）ごとに算出してあります。格子ご とに算出した値を次頁以降に図示

します。 

予想される大雨により「50 年に一度の値」以上となる格子が いくつ出現するか

を、大雨特別警報の指標としています。この ため、ひとつの格子の「50 年に

一度の値」の大小が特別警報の 発表判断に大きく影響するものではないこと

にご留意ください。 府県程度の広がりの領域を大まかに見て、どの程度の

大雨で特別警報になるのかをイメージして下さい。 

 

（４）台風等を要因とする特別警報の指標 
     指標を以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

台風については、指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま、中心が接近・通

過すると予想される地域（予報円がかか る地域）における、大雨・暴風・高潮・波浪

の警報を、特別警報として発表します。 

温帯低気圧については、指標となる最大風速と同程度の風速が予想される地域にお

ける、大雨・暴風（雪を伴う場合は暴風 雪）・高潮・波浪の警報を、特別警報として

発表します。 

 

（５）雪を要因とする特別警報の指標 
府県程度の広がりをもって 50 年に一度の積雪深となり、かつ、その後も警

報級の降雪が丸一日程度以上続くと予想される場合に、大雪特別警報を発表します。 

 

①   48時間降水量及び土壌雨量指数
※1

において、50年に一度 の値以上となった 5km

格子が、共に府県程度の広がりの範囲 内で 50格子以上出現。 

②   3時間降水量及び土壌雨量指数
※1

において、50年に一度の 値以上となった 5km 格

子が、共に府県程度の広がりの範囲内 で 10 格子以上出現（ただし、3 時間

降水量が 150mm
※2

以 上となった格子のみをカウント対象とする）。 

「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下又は最大風速  50m/s 以上）の

台風や同程度の温帯低気圧が来襲する場合  に、特別警報を発表します。ただ

し、沖縄地方、奄美地方及 び小笠原諸島については、中心気圧 910hPa以下又は最大風 

速 60m/s以上とします。 
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